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第 1章 総  則 

 

第１節 一般事項 

 

1.1.1 適用範囲 

 (１) この仕様書は、南魚沼市上下水道部水道課（以下「甲」という。）が発注する「舞

子減圧槽電気計装設備工事」に適用するものとする。 

(２) この仕様書に定めのない事項は、 

  「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編） 

（国土交通大臣官房官庁営繕部監修）」 

  「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編） 

（国土交通大臣官房官庁営繕部監修）」 

  「水道工事標準仕様書（設備工事編）（日本水道協会）」 

  の最新版で定めるものとする。 

 (３) この仕様書に規定する事項は、履行するべき者を定めている場合を除き、受注者

（以下「乙」という。）がその責任において履行する。 

 (４) 契約書及び設計図書は、相互に補完するものとし、いずれかによって定められてい

る事項は、契約の履行を拘束するものとする。 

 (５) 設計図書間に相違がある場合は、優先順位を次のアからオまでの順番のとおりと

し、これにより難い場合は、監督員と協議する。 

  (ア) (イ)から(オ)に対する質問回答書 

  (イ) 現場説明書 

  (ウ) 特記仕様書 

  (エ) 図面 

  (オ) 標準仕様書 

 (６) 設計図書に示されていない事項であっても、施工上必要がある仮設及び安全対策

は実施する。 

 

1.1.2  関係法令等の遵守 

 (１) 乙は、甲の建設工事請負契約書、建設業法、騒音規制法、労働基準法、職業安定法、

労働災害保険法、及びその他の関係法令並びに関係官公庁の許可条件を遵守し、乙の責

任と費用負担において工事の円滑な進捗を図らなければならない。 

 (２) 工事中、乙の不注意やその他の原因で作業員が死傷した場合は、その責任は一切、

乙の負担とする。 

 

1.1.3  各種工事相互の協調 
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    本工事の施工箇所は、施工中の舞子減圧槽築造（土木・建築）工事と舞子減圧槽機械設

備工事と重複している。その施工時期は、それぞれ単独にあるいは同時に施工されるもの

であり、各々密接な関連を持っているので、施工順序、施工期間等、支障のないように工

事の進行を計らなければならない。よって、工事区界部分については相互に協力し、全体

として調和のとれた設備としなければならない。 

 

1.1.4 疑義の解釈 

 (１) 設計図書に疑義を生じた場合は甲の解釈によるものとする。 

 (２) 設計図書に明示されていない事項があるとき、または内容に相互符号しない事項

があるときは、協議を受け甲が定めるものとする。 

ただし、明示されていないものであっても、当然必要と認められるものについては乙

の責任において施工しなければならない。 

 

1.1.5 書類の提出 

 (１) 乙は、指定の日までに甲の定める様式による書類を提出しなければならない。 

 (２) 乙は、提出した書類に変更が生じたときは、理由を明らかにし、直ちに監督員に報

告するとともに、変更した書類を指定の期日又は監督員が指示した日までに監督員に

提出する。 

 

1.1.6 官公署に対する手続き 

 (１) 工事施工のため必要な官公署、電力会社、ＮＴＴなどに対する手続きが必要な場合

は乙が行い、それら機関との連絡を保たなければならない。なお、これに要する費用は

乙の負担とする。 

 (２) 乙は、その結果を監督員に報告しなければならない。 

 

1.1.7 設計図書等の取扱い 

 (１) 乙は、設計図書、施工に必要な資料等を整備する。 

 (２) 甲が所有する図書で市販又は公表されていないもののうち、監督員が必要と認め

るものについて、乙は、図書の貸与を受け又は閲覧することができる。 

 (３) 乙は、設計図書及び甲が所有する図書等について、当該工事のために使用する以外

の目的で第三者に使用させ、又はその内容を漏らしてはならない。ただし、市販若しく

は公表されている場合又は事前に監督員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 

 

1.1.8 施工上の損傷 

本工事は、責任施工とするもので乙の責に帰するべき施工中の事故損傷等が発生した

とき、乙は無償で甲の指定する期間内に補修又は交換しなければならない。 
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1.1.9 準拠すべき図書 

業務は、下記に揚げる図書に準拠して行うものとする。これら以外の図書に準拠する場

合は、あらかじめ監督員の承諾を受けなければならない。 

 (１) 日本産業規格（ＪＩＳ） 

 (２) 日本水道協会規格（ＪＷＷＡ） 

 (３) 日本工業用水規格（ＪＩＷＡ） 

 (４) 電気規格調査会標準規格（ＪＥＣ） 

 (５) 日本電機工業会標準規格（ＪＥＭ） 

 (６) 日本電線工業会標準規格（ＪＣＳ） 

 (７) 電池工業会規格（ＳＢＡ） 

 (８) 日本電力ケーブル接続技術協会規格（ＪＣＡＡ） 

 (９) 日本内燃力発電設備協会規格（ＮＥＧＡ） 

 (10) 日本計量機器工業連合会規格（ＪＭＩＦ） 

 (11) 日本電子工業振興協会規格（ＪＥＩＤＡ） 

 (12) コンクリート標準示方書（土木学会） 

 (13) 水道施設設計指針と解説（日本水道協会） 

 (14) 水道施設耐震工法指針と解説（日本水道協会） 

 (15) 水理公式集（土木学会） 

 (16) 電気設備の技術基準とその解釈（日本電気協会） 

 (17) 鉄筋コンクリート構造計算基準、同解説（日本建築学会） 

 (18) 鉄骨鉄筋コンクリート構造計算基準、同解説（日本建築学会） 

 (19) 建築基礎構造計算基準、同解説（日本建築学会） 

 (20) 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編） 

（国土交通大臣官房官庁営繕部監修） 

(21) 公共建築設備工事標準図（機械設備工事編） 

（国土交通大臣官房官庁営繕部監修） 

 (22) 電気設備工事必携（発行 一般財団法人 下水道事業支援センター） 

  (23)  電気設備工事一般仕様書・同標準図 

（発行 一般財団法人 下水道事業支援センター） 

(24) 水門鉄管技術基準（水門鉄管協会） 

(25) 内線規格（日本電気協会） 

 (26) 工場電気設備防爆指針（厚生労働省） 

 (27) その他関係法令等 
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第２節 工事施工 

 

1.2.1 一般事項 

乙は、常に工事の進捗状況について注意し予定の工事工程と比較検討して、工事の円滑

な進行をはからなければならない。 

 

1.2.2 写真撮影 

  乙は、監督員の指示に従い、着工前写真、工程写真、完成写真等を適時撮影し、工程順

に整理編集した上で、電子データとしてＣＤ－Ｒに納めて提出しなければならない。また、

写真を出力したものについても添付しなければならない。 

 

1.2.3 特許権の使用 

  工事の施工に当り、特許権その他第三者の権利の対象となっている施工方法を使用す

るときは、乙はその使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 

1.2.4 仮設物 

  乙は、工事施工に必要な詰所、工作小屋、材料置場等の仮設物を設ける場合は設置位置、

概要、その他について監督員と協議し承諾を受けなければならない。 

 

1.2.5 軽微な変更 

  本工事施工中構造物、既設設備等の関係で発生する機器の位置変更、電線管経路変更等

の軽微なる変更は、承諾図を提出し監督員に説明の上、承諾を得て乙の責任において行わ

なければならない。 

 

1.2.6 他工事との取り合い 

  乙は、他工事との取り合いについては連絡を密にして互いに協力し施工上の取り合い、

納まり等に支障を来すことのないよう十分注意しなければならない。 

 

1.2.7 工事現場発生品及び建設副産物 

(１) 乙は、工事施工によって生じた工事発生品について、工事発生品の調書を作成し、

関連法令に従い、乙の責任において適切に処分をしなければならない。 

 (２) 乙は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、廃棄物管理票（紙マニフェス

ト）、または電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに

監督員に提示しなければならない。 

 (３) 乙は、建設副産物適正処理推進要綱（国土交通事務次官通達、平成 14 年 5 月 30

日）、再生資源の利用の促進について（建設大臣官房技術審議官通達、平成 3 年 10 月
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25日）（航空局飛行場部建設課長通達、平成 4年１月 24日）、建設汚泥の再生利用に関

するガイドライン（国土交通事務次官通達、平成 18年 6月 12日）を遵守して、建設副

産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。 

 (４) 乙は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト

混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、

施工計画書に含め監督員に提出、説明のうえ公衆の見えやすい場所に掲示しなければ

ならない。 

 (５) 乙は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木

材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、

再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督員に提出、説明のうえ公衆の見

えやすい場所に掲示しなければならない。 

 (６) 乙は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了

後速やかに実施状況を記録した「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」

を監督員に提出しなければならない。 

 (７) 乙は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12 年法律第 104 号）

第９条第１項に規定する対象建設工事の場合は、工事が完了した際に「再資源化等完了

報告書」の提出をしなければならない。 

 

1.2.8 工事上の注意 

(１) ケーブルは途中で接続してはならない。（ただし、接地線はこの限りではない。) 

(２) 配線後各ケーブルの行き先表示、端子番号を明らかに示すマークバンドを取り付

けること。マークバンドの取付け位置は始点～中間点～終点とし最低 3 か所以上とす

る。 

(３) ダクト、ラック、ピットに配線する場合は、整然と束線を行い、マークバンドを取

り付けること。 

(４) 掘削等を行ったところは元どおりに修復すること。 

(５) エフレックス管内には、引込線を入れておくこと。 

 

1.2.9 工事用電力及び用水 

  本工事及び検査に使用する電気、電話の各設備は、原則として乙で用意し料金を含めて

自ら負担する。 

 

1.2.10 安全衛生管理 

  乙は据付け及び建設工事に従事する工事者の安全と健康を確保し、全工事を期限内に

無事故で完成する方針の基に安全衛生管理を推進すること。推進については労働基準法、

安全衛生法、その他関係規則等を遵守し、且つ甲よりの指導方針に従い全作業員が安全且
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つ、生産の意義を正しく理解し、作業のすべてに安全が十分に活かされるよう最善をつく

すものとする。そして安全衛生管理組織表を提示し、作業員に周知徹底し、安全作業を実

施すること。 

 

1.2.11 工事カルテ作成、登録 

  乙は、受注時または変更時において工事請負代金額が 500万円以上の工事について、工

事実績情報システム（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報と

して作成した「登録のための確認のお願い」をコリンズから監督員にメール送信し、監督

員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、

登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き 10日以内に、完

成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10日以内に、訂正時は適宜登録機関

に登録申請をしなければならない。 

登録対象は、工事請負代金額 500万円以上（単価契約の場合は契約総額）の全ての工事

とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。 

また、登録機関発行の「登録内容確認書」は、コリンズ登録時に監督員にメール送信さ

れる。 

なお、変更時と工事完成時の間が 10日間（土曜日、日曜日、祝日等を除く）に満たな

い場合は、変更時の登録申請を省略できる。 

また、本工事の完成後において訂正または削除する場合においても同様に、コリンズか

ら甲にメール送信し、速やかに甲の確認を受けた上で、登録機関に登録申請しなければな

らない。 

ただし、これらの提出書類を書面で行うことを妨げない。 

 

1.2.12 一括下請負の禁止 

  乙は、その受注した工事を一括して下請負に付してはならない。 

 

1.2.13 その他 

  施工前には十分既設施設を調査し、工事に支障を来さないようにしなければならない。

また、調査後、発注資料に記載されていない材料が必要になった場合には、乙の負担にて

施工し、本工事での機能を満足させなければならない。 

  今回の工事において、既設盤との信号の受け渡し条件が変更となった場合には、必要な

配線工事を乙の負担において行い、本工事の機能を満足させなければならない。 

  既存設備を一部流用した工事となるため、工事上既存の配線等が不足する場合には、乙

の負担において配線が可能となるような措置を行わなければならない。詳細な方法は打

合せ及び承諾図にて決定する。 
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第３節 承諾図書及び完成図書 

 

1.3.1 承諾図書及び完成図書 

承諾図書及び提出図書は、次のものを３部提出する。 

(１) 機器設計製作図の承諾申請書に関するもの 

(ア) 単線結線図（関連する系統を含む） 

(イ) システム構成図 

(ウ) 全体計装フローシート 

(エ) 制御電源系統図 

(オ) 機器外形図（正面図、側面図、内部機器配置図等）及び機器製作仕様書 

(カ) 付属品一覧表 

(キ) 機器容量計算書（機器の耐震計算書を含む） 

(ク) その他必要とする図書 

(２) 施工設計図の承諾申請書に関するもの 

(ア) 配線ルート図（ラック、電線管、地中配管、ダクト製作図等） 

(イ) 埋設配管（ルート図、埋設断面図、ＭＨ据付図等） 

(ウ) 装柱図（引込み柱等） 

(エ) 接地系統図 

(オ) 機器配置図（基礎図を含む） 

(カ) ケーブルピット図（ピット図、ピット蓋割付図、アクセスフロア図） 

(キ) 容量計算書（現地での耐震計算書を含む） 

(ク) その他必要とする図書 

注）他の設備機器との取り合い等が問題になる設備は、その設備も図面に記入する 

(３)  機器設計製作図の提出に関するもの 

(ア) 制御展開接続図（ラダー展開図を含む） 

 

1.3.2 完成図書等 

完成図書等の内訳は次のとおりとする。なお、その内容及び提出部数は、電気設備工事

必携（発行 一般財団法人 下水道事業支援センター）第７節提出書類・書式・その他 1.7.5

完成図書等の作成要領に準ずるものとする。 

(１) 工事完成図 

(２) 機器取扱い説明書 

(３) 検査試験成績書 

(４) 施工管理記録 

(５) 運転操作に関する説明書 

(６) 官公庁手続書類 
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(７) 組織表 

(８) その他 

(９) 工事完成図原図 

(10) 工事完成図縮小版 

(11) 工事記録写真帳 

(12) 電子成果品（電子媒体）（工事記録写真） 

(13) 電子成果品（電子媒体）（工事完成図書） 

 

 

第４節 材   料 

 

1.4.1 材料の規格 

  使用材料は、全て日本産業規格（ＪＩＳ）、電気学会電気規格調査会標準規格（ＪＥＣ）、

日本電機工業会規格（ＪＥＭ）、電気設備技術基準、電気用品取締法、日本水道協会規格

（ＪＷＷＡ）等に適合しなければならない。 

 

1.4.2 使用材料の検査及び承諾 

 (１) 工事用材料は、使用前に検査を受け合格したものでなければならない。 

 (２) 材料検査に際して、乙はこれに立ち会わなければならない。立ち会わないときは、

乙は検査に対し意義を申し立てることが出来ない。 

 (３) 検査及び試験のため使用に耐えられなくなったものは所定数量に算入しないもの

とする。 

 (４) 材料検査に合格したものであっても、使用時になって損傷変質したときは新品と

交換し再び検査を受けなければならない。 

 (５) 一旦納入し監督員の承諾を得た資材は、監督員の許可なくして場外に持ち出して

はならない。 

 

 

第５節 検査及び試験 

 

1.5.1 検査及び試験 

(１) 機器及び付属品の検査及び試験は、工場立合検査と現地試験に区別して行なうも

のとする。工場立合検査は、機器製作完成後その製作工場に於いて実施し、現地試験は、

全て機器を現場に据付け完了後全設備を総合的に運転し各種試験を行うものとする。 

なお、各種試験は原則として監督員の立ち会いのうえ実施するものとし、検査日時、

検査場所、検査方法は検査実施日より 10日前に書類をもって必要事項を記入のうえ監
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督員に提出すること。 

(２) 工場立合検査及び試運転は、甲への納入品以外のものであってはならない。 

(３) 据付け完了後は、監督員の立ち会いの上、各種試験及び総合試運転を実施するもの

とする。 

(４) 監督員が必要と認めたときは、公共または権威ある試験所その他の機関の材料試

験成績書及び検査合格証明書を提出するものとする。 

(５) 工場立合検査を省略された機器材料についても、監督員の指定したものについて

は試験成績書を提出するものとする。 

(６) 機器の検査及び試験は、原則として監督員立ち会いのもとに行うが、当該機器が公

認の規格による汎用品であるときはその成績書を提出して承諾を受けるものとする。 

(７) 検査及び試験に要する費用は、全て乙の負担とする。 

(８) 他工事との取り合いについては、連絡を密にして互いに協力し機能の確認試験を

行えるよう計画をすること。 

 

 

第６節 保証期間 

 

保証期間は、竣工検査後１年とする。 

 万一、保証期間中に原因が乙の責任である事故が発生した場合は、乙は無償で直ちに甲の

指定する期間中に改造補修又は新品との交換を行わなければならない。 

 また、保証期間以降であっても当然乙の責任に帰する施工及び作製不良が明らかとなっ

た場合は、乙は誠意をもってその修繕又は新品と交換しなければならない。 

 

 

第２章 電気設備機器一般仕様 

 

第１節 機器共通仕様 

 

2.1.1 受電および配電方式 

受電方式、受電電圧、配電方式は、図面または特記仕様書に示すとおりとする。周波数は

５０Ｈｚとする。 

 

2.1.2 単  位 

基本単位、誘導単位および補助計量単位は、計量法によることを標準とする。 

 

2.1.3 使用状態 
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(１) 標 高 

1,000ｍ以下 

(２) 周囲温度 

‐5～＋40℃、１日の平均値 35℃以下 

（ただし、監視制御設備機器の周囲温度は、＋5～＋35℃） 

(３) 相対湿度 

45～85％（結露無し） 

(４) その他 

周囲の空気のじんあい、煙、腐食性又は可燃性の気体・蒸気、塩分による汚染は、無視

できる程度とする。 

これらの条件で使用する場合は、特記仕様書または図面に明記する。 

 

2.1.4 塗  色 

特に指定するものを除き下記とする。 

配電盤内・外面      5Y7/1 

屋内機器外面       5Y7/1 

屋外機器外面       5Y7/1 

取付計器枠        N1.5 

スイッチのハンドル    N1.5 

非常停止釦（引き操作）  7.5R 4.5/14 

盤内収納機器       メーカー標準とする 

 

2.1.5 塗  装 

特記仕様書などで指定するものを除き次のとおりとする。 

(１) 盤の塗装は、メラミン樹脂の半つや仕上げとする。 

(２) フレームその他の鉄部分は、ボンデライズ、パーカーライズなど十分な下地処理を

行ったうえ、耐久性に富んだ樹脂塗料による焼き付け塗装を施すこと。 

 

2.1.6 補助回路 

(１) 補助回路に用いる電線は、JIS C 3307-2000又は JIS C 3316-2008に規定された電

線を使用し、電線の断面積は、原則として 1.25mm2とする。ただし、計器用変成器の二

次回路に用いる電線の断面積は原則として 2mm2の電線を使用する。また、電流容量・

電圧降下などに支障がなく、保護協調が取れる場合は、これより細い電線を使用しても

良い。 

(２) 配電盤の裏面配線は、束配線またはダクト配線方式とすること。 

(３) 配線の端子接続部分には配線記号を付すか、または配線符号を付したマークバン
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ドまたはチューブを取り付けること。 

(４) 電線被覆の色別は下記とする。 

一  般：黄 

接地線：緑 

但し、電子回路などにおいてはこの限りではない。 

 

2.1.7 付属品・予備品 

(１) 各機器の付属品は特記仕様書に記載されているものの他、運転上および保守上に

必要なものを付属すること。 

(２) 予備品は記載されていない場合は、つぎのものを納入すること。 

制御回路ヒューズ    100％ 

補助回路ヒューズ        100％ 

ＶＴヒューズ      100％ 

ランプ         100％（ＬＥＤの場合は 10％。最低１個） 

グローブ         10％ 

 

2.1.8 表示灯・信号灯 

表示灯および信号灯は、ＬＥＤを基本とする。ＬＥＤでない場合は JIS C 7516-1992に

準拠したものを使用すること。 

集合表示灯で一灯式のものについては、ランプチェックができるようにすること。 

 

2.1.9 補助継電器 

補助継電器は、プラグイン形で動作表示付きを基本とする。ただし高負荷用、限時継電

器、ラッチリレー、プリント基板上など特殊な継電器は除く。 

2.1.10 盤内照明・コンセント 

自立盤には、盤内照明灯、照明用ドアスイッチ、点検用コンセントを取り付けること。

高圧盤など列盤となる盤についての点検用コンセントは、適宜取り付けること。 

ただし、特殊な構造他で監督員の承諾を得たものは、この限りではない。 

 

2.1.11 スペースヒータ 

屋外盤、地下ポンプ室など湿気の多い場所に設置する盤にはスペースヒータを取り付

けること。 

 

2.1.12 名称名板・用途名板 

各盤には名称名板を、また操作を行いやすくする用途名板を適宜取付けること。 

名称名板・用途名板はアクリル製とし、名称名板はビス止め、用途名板は貼付を原則とす
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る。 

2.1.13 ケーブル穴塞ぎ板 

外部ケーブル引込み、引出穴には塞ぎ板を取り付けること。塞ぎ板は難燃性のものとし

十分な強度を持ち、かつケーブルに損傷を与えないものとする。 

 

2.1.14 荷造りおよび輸送 

荷造りは防湿などの考慮、輸送上必要な注意事項の明記、適当な転倒防止の方法を講ず

るなどして堅固に行い、輸送中に損傷のないよう十分注意すること。 

 

 

第２節 電気機器一般仕様 

 

2.2.1 低圧閉鎖配電盤 

(１) 準拠規格 

JEM 1265、JEM 1460 

(２) 低圧閉鎖配電盤の形 

特記仕様書に明記しているもののほか、引出形気中遮断器（ＡＣＢ）盤は JEM-1265Ｃ

Ｗ形以上、これ以外配線用遮断器（ＭＣＣＢ）盤を含めＣＸ形以上とする。 

(３) 構  造 

(ア) 盤の前面および背面は扉方式を原則とする。盤の設置位置の関係で背面扉が不可

の場合はこの限りでない。なお扉は共通キーにより施錠できること。 

(イ) 盤内収納機器、盤面取付機器は操作・保守・点検に便利なよう合理的配置とする

こと。 

(ウ) 収納機器の発熱による温度上昇が機器の最高許容温度を超える恐れがある場合

は、自然もしくは強制換気を行う通風孔、換気扇を儲けること。 

(エ) ケーブルサポートを必要に応じて設けること。 

(オ) 盤各部の鋼板厚さは次のとおりとし、必要に応じ曲げまたはプレスリブ加工ある

いは鋼材をもって補強する。 

一枚扉         2.3㎜以上 

側面板         2.3㎜以上 

屋根板         2.3㎜以上 

扉（段積構造）     2.3㎜以上 

上記以外        1.6㎜以上 

(４) 制御電源 

遮断器投入・引外し回路  DC100V 

遮断器制御回路      DC100V 
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表示灯回路        DC100V 

警報回路         DC100V 

直流電源装置がない場合はＡＣ電源より整流装置でＤＣ化する。 

(５) 付属装置 

各盤は次の装置で構成される。 

筐体           １式 

主母線          １式 

主母線支持碍子      １式 

接地母線         １式 

盤内配線         １式 

端子台          １式 

チャンネルベース     １式 

 

2.2.2 盤内収納機器 

 (１) 配線用遮断器 

準拠規格 JIS C 8201-2-1 

操作方式 手動または電動 

 （図面または特記仕様書による） 

過電流引外方式 完全電磁、熱動－電磁または電子式 

相数・定格電圧 図面または特記仕様書による 

フレームサイズ 図面または特記仕様書による 

付属装置 銘  板 １枚 

 補助接点 １式（図面または特記仕様書による） 

 警報接点 １式（図面または特記仕様書による） 

 (２) 漏電遮断器 

  (ア) 規  格       JIS C 8201-2-2、JEM-TR 142 

  (イ) 仕  様        

フレーム値     50/100/400AF 

      遮断容量      当該回路に必要な容量 

     定格感度電流    30mA 

  漏電引外し動作時間 0.1秒 

  付加機能      端子カバー付（必要な場合） 

  (ウ) そ の 他 

   過負荷電流に対しては、必要なる限流特性を有するとともに、短絡電流及び漏電電流

に対して速やかに遮断する。 

 (３) 電磁接触器 
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(ア) 規  格       JIS C 8201-1、8201-4-1、8201-4-2、8201-4-3 

  (イ) 仕  様        

閉路電流容量及び遮断電流 AC3級以上 

  開閉頻度         2号 600回/時、使用率 40％ 

  機械的開閉耐久性     2種 250万回以上 

      電気的開閉耐久性     2種 25万回以上 

      付加機能        ・補助接点付 

                  ・端子カバー付（必要な場合） 

  (ウ) そ の 他 

     電磁接触器の性能は、開閉頻度による号別及び開閉耐久性の種別以上とし、電気回路

を確実に閉路及び開路することができるものとする。 

 (４) 熱動継電器 

(ア) 規  格       JEM-1356、JIS C 8201-2-1、-2、8201-4-1、-2 

  (イ) 仕  様 

      形  式      熱動式（3素子（2Eサーマル）） 

 (５) 補助継電器 

(ア) 規  格       JIS C 4540-1 

  (イ) 仕  様 

      定格電圧      AC100、110、200、230V  DC24、100、110V 

  動作範囲    クラス 1 

  動作及び復帰時間  20㎳以内 

（ただし、直流用の復帰時間は 50㎳以内） 

  耐久性 機械的   500万回以上 

      電気的   50万回以上 

      耐環境保護構造   RT Ⅰ以上とし、水道施設における腐食環境に耐えるもの 

取付け方法     ソケット取付け（高負荷用、ラッチリレー等特殊なも         

のは除く。） 

(６) サージ防護デバイス（SPD） 

(ア) 規  格   電源及び接地用 SPD   JIS C 5381-11、5381-12 

          通信及び信号用 SPD   JIS C 5381-21、5381-22 

  (イ) 仕  様 

    (1) 電源用 SPD 

最大連続使用電圧 AC110/220V以上 AC440V 以上 

公称放電電流 5kA以上 

最大放電電流 10kA以上 

電圧防護レベル 1500V以下 2500V以下※ 
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試験クラス クラスⅡ試験 

印加電流波形 8/20μs 

その他 劣化時の表示及び警報出力ができるものとする 

備考 １線あたりとし、対地間の値を示す。 

※対地雷圧が 300［V］以下の場合とする。 

    (2) 通信・信号用 SPD 

用  途 
アナログ信号用 

(DC4～20mA) 
LAN用 

監視カメラ用 

(電源重畳/ITV) 

電話回線用 

(一般回線/ISDN) 

最大連続使用電圧 DC24V以上 DC5V以上 DC30/3V以上 DC170V以上 

定格電流 100mA以上 100mA以上 200/100mA 以上 85mA以上 

使用周波数帯域 DC～100kHz 100MHz以下 10MHz以下 3.4kHz/2MHz 以下 

インパルス耐久性 5kA以上 100A以上 2kA以上 

電圧防護レベル 500V以下 600V以下 500V以下 

挿入損失 － 3dB以下 1.5dB以下 

試験クラス カテゴリ C試験 

印加電流波形 8/20μs 

(3) 接地用 SPD 

用  途 電力回路接地極間※ 電力回路－計装回路接地極間 

公称放電電流 20kA以上 

電圧防護レベル 1500V以下 800V以下 

試験クラス クラスⅡ試験 

印加電流波形 8/20μs 

※ 例……D種接地端子－B種接地端子間（又は機能接地端子間） 

    (4) クラスⅠ試験又はカテゴリ D試験の SPD仕様は、特記仕様書による。 

 

 (７) 電気計器 

(ア) 指示計器 

準拠規格   JIS C 1102-1/-2/-3/-4/-5/-7/-8/-9 

         JIS C 1103 

定格電圧   150V、300V、600V（電圧回路） 

定格電流   5A、1A（電流回路） 

(1) 交流電圧計   公称電圧の 150％程度 

(2) 交流電流計   変流器一次定格値を原則とし、定格赤指針を付けるものとす

る。ただし、延長目盛を必要とする場合は延長部分の目盛画線

を赤とする。 

(3) 電 力 計    計器用変圧器比×変流器変成比又は 10のベキ乗倍とする。 
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(4) 無効電力計   電力計に準ずる 

(5) 力 率 計    目盛は 0．5－1－0．5または 0－1－0とする 

(6) 周波数計    微分形あるいは指針形とする 

 (８) 表示器 

  (ア) 準拠規格    JIS C 0448、8153、8147-2-13 

  (イ) 仕  様 

     定格電圧    AC100、200V DC100、24V 

     光  源    発光ダイオード（NECA4102「工業用 LED球」） 

     照光方式    文字板の後ろからの照光表示とする。 

     文 字 板    アクリル樹脂等で容易に交換可能なものとする。 

     表示文字    彫刻又は写真印刷（字体は丸ゴシック体） 

  (ウ) 表示灯等の色別 

   (1) 緑：遮断器類の切、機器類の停止 

   (2) 赤：遮断器類の入、機器類の運転、重故障 

   (3) 橙：故障、軽故障 

   (4) 白：電源、始動中、上記以外の状態 

 (９) 受信計器 

  (ア) 取付け方式   パネル取付け/レール取付け 

  (イ) 構  造    一般形 

  (ウ) 仕 様 等 

   (1) 110㎜広角度指示計 

形  式：可動コイル式又は電子式 

入  力：DC4～20mA/DC1～5V 

階  級：1.5 

   (2) 縦形指示計 

形  式：可動コイル式又は電子式 

入  力：DC4～20mA/DC1～5V 

階  級：1.5 

   (3) デジタル表示器 

入  力：DC4～20mA/DC1～5V 

表示素子：発光ダイオード 

表示桁数：4桁以上 

   (4) 積算計 

積算方式：比例積算 

入  力：DC1～5V/ DC4～20mA 

精  度：±0.5％（10～100％入力）、±1.0％（10％未満入力） 



 

17 

 

表示桁数：6桁 

リセット：本体からのリセット 

   (5) 警報設定器 

制御機能：警報接点出力 

アナログ入力：1点 

警報接点出力：2点 

設定精度：±0.5％（FS） 

そ の 他：ヒステリシス設定機能 

 

 

第３節 計装機器一般仕様 

 

2.3.1 概  要 

本工事は必要に使用する機器は、JIS等の規格に準拠するもので下記の仕様によること。 

 

2.3.2 方  式 

(１) 各種変換器は電子式であることを原則とする。 

   また、信号配線が電源を供給する二線式の統一直流電流信号とする。 

(２) 各種変換器は、計器の保守点検に容易な構造であり、使用機器部品は相互性を有す

ること。 

(３) 屋外に設置する発信器および変換器類で、雷および開閉サージに対する保護とし

て計器用避雷器などを取り付けること。 

 

2.3.3 機器一般仕様 

(１) 可動コイル式指示計 

  (ア) 形  式       縦形又は広角形 

  (イ) 入力信号       統一直流電流信号または統一直流電圧信号 

 (ウ) 精  度       ±1.5％ 

 (エ) 周囲温度   －10℃～＋45℃ 

 (オ) 取 付 け   パネル取付 

(カ) 付 属 品   標準付属品 

(２) 警報設定器 

  (ア) 入力信号   統一直流電流信号または統一直流電圧信号 

  (イ) 警報機能   上、下限の 2接点付 

  (ウ) 出  力   リレー接点（AC100V） 

  (エ) 設定範囲   0～100％（連続可変） 
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  (オ) 設定精度   フルスケール ±1.5％ 

  (カ) 電  源   AC100Vまたは DC24V 

  (キ) 取 付 け   ラック取付 

  (ク) 付 属 品   標準付属品 

(３) 信号変換器 

  (ア) 入力信号   抵抗又は任意の電気信号 

 (イ) 出力信号   統一直流電流信号 

  (ウ) 精  度   ±0.5％ 

  (エ) 電  源   AC100V又は DC24V 

  (オ) 取 付 け   ラック取付 

  (カ) 付 属 品   標準付属品 

 (４) 投込式水位計 

  (ア) 形  式   圧力式（クサリ吊下形） 

  (イ) 材  質  発信器受圧部  SUS316/316L 

 発信器接液部  SUS304/316 

  (ウ) 精  度（組合せ）  ±0.5％（FS）      

  (エ) 付属装置  専用ケーブル、ステンレスチェーン、中継箱（必要な場

合）、校正機器（必要な場合） 

  (オ) オプション   スタンション、防波管 

 (５) 電磁流量計 

  (ア) 口  径   特記仕様による 

  (イ) 材  質  ポリウレタンゴム又はクロロプレンゴム 

  (ウ) 電  極     SUS316（L）又は同等品 

  (エ) 精  度    流速 0.3～1m/s未満 ±1.5％（FS） 

     流速 1m/s以上 ±0.5％（FS） 

  (オ) フランジ規格   JIS 10㎏/㎠ 

  (カ) 電  源    AC100V 

  (キ) 出力信号    統一直流信号（変換器と組合せ後） 

  (ク) 付 属 品    変換器、専用ケーブル、レジューサ、標準付属品 他 

  (ケ) そ の 他    低周波励磁又は方形波励磁方式とする。 

 (６) アイソレータ 

  (ア) 機  能       入力信号を絶縁して統一信号を出力 

  (イ) 精  度    ±0.2％（FS） 

  (ウ) 入  力    1点 

  (エ) 出  力       1点又は 2点 

 (７) 電源箱 
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  (ア) 方  式       電源仕様 DC24V の計器用電源装置過電流は内蔵の垂下

特性により自動的に制限される。 

  (イ) 電  源       AC100V±10％ 

  (ウ) 取 付 け    ラック取付 

  (エ) 出  力    DC18V又は 24V 

  (オ) 付 属 品    標準付属品 

 (８) アレスタ 

  (ア) 形  式    電磁用、電源用、信号用 

 (９) ディストリビュータ 

  (ア) 機  能       2 線式発信器への電源供給及び発信器からの電流出力

信号を電圧信号又は電流信号に変換・分配 

  (イ) 発信器用電源   DC24V 

  (ウ) 入  力    DC4～20mA 

  (エ) 出  力    DC1～5V又は DC4～20mA 

  (オ) 精  度    ±0.1％（FS） 

 

 

第４節 電気工事共通仕様 

 

2.4.1 一般事項 

(１) 概  要 

工事は、関係法規に準拠し電気設備施工基準に従い、電気的・機械的に完全かつ美麗に

して耐久性に富み、保守点検が容易なように施工すること。 

(２) 位置の決定 

機器の据付け配線経路の詳細な位置の決定については、施工設計図の承諾図を提出の

上、監督員の指示を受けること。 

(３) 防湿、防蝕処理 

湿気、水気の多い場所、腐蝕性ガス、可燃性ガスの発生する場所などに施設する器具な

らびに配線は、その特殊性に適合する電気的接続、絶縁および接地工事を行ったうえ、所

定の防湿、防蝕および防爆処理を施さなければならない。 

(４) 防火区画貫通部の処理 

(ア) ケーブルラック、金属ダクト配線ピットが防火区画の防火壁を貫通する場合は、

貫通部にロックウール等の不燃材を充填し、耐火板で防護するものとする。 

(イ) 床および壁の貫通箇所で不必要な開口部はモルタル等を充填して密閉すること。 

 (５) はつり等 
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機器等の取付けに際し、構造物にはつり、貫通および溶接等、加工をする際は、監督員

の指示を受けた後施工し、すみやかに補修するものとする。 

 

2.4.2 機器据付工事 

(１) 配電盤および機器の据付 

(ア) 自立形配電盤の据付 

(A) 電気室に据付ける場合 

(a)列盤になるものは、各盤の前面の面が一直線そろうようライナーで調整の上、

アンカーボルトでチャンネルベースを固定すること。 

(b)(a)のライナーは床上げ後外面から見えないようにすること。 

(c)盤内収納機器を引出す場合に、引出用台車のレールと盤内レールが一致するよ

うに据付けること。 

(d)チャンネルベースと盤本体は、ボルトにより堅固に固定すること。 

(イ) 現場操作盤(スタンド形)の据付 

(A) コンクリートスラブ上に据付ける場合は、コンクリート基礎を設けること。基

礎の寸法は 40cm角で高さ 10cmを標準とする。 

(ウ) 計装機器の据付  

(A) コンクリートスラブ上に据付ける場合は、コンクリート基礎を設けること。 

なお、基礎の寸法は架台＋10㎝で高さは 10cmを標準とする。 

(エ) その他 

(A) 分電盤、操作盤などで壁掛形の場合は、盤の高さ 1ｍ以下のものは床上 1.1ｍ 

を盤の下端とし、盤の高さ 1ｍ以上のものは、床上 1.5ｍを盤の中心として、壁面

と盤本体が直接接触しないよう取付けることを原則とする。 

(B) 地下および水気の多い場所のコンセントは床上約 1ｍを器具の中心とする。 

(C) 器具の取付けに際し構造物に、はつりおよび溶接を行う場合は、監督員の承認

を受けた後に施工し、すみやかに補修すること。 

(２) 特記事項 

(ア) 配電盤の据付けおよび機器の組立については熟練した専門技術者を派遣し、電

気的・機械的に完全に行うこと。 

(イ) 機械の搬入・据付けの際は、機械本体・構造物に対して損傷を与えることのない

よう注意すること。 

(ウ) 機器の据付け位置は設計図書を参照の上、他の機器との取合いが完全に行える

よう考慮して施工すること。 

(エ) 機器の基礎べースの施工は特に入念に行い、水平・垂直に十分留意すること。据

付後、歪・不揃い等は勿論、収納機器の性能に支障をきたすことがない様に十分注

意し施工すること。 
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2.4.3 工事材料 

  本設備に使用する工事材料は下記に明記されたものを使用すること。 

  明記なきものについては、監督員の指示に従うこと。 

 (１) 電線類 

  (ア) 低圧回路（動力、電力） 

    600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（EM-CE/F） 

    600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（平形）（EM-CEE/F） 

  (イ) 計測制御回路 

    制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（EM-CEE/F） 

制御用架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（遮へい付）（EM-

CEE/F-S） 

  (ウ) 通信回路 

    着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（EM-FCPEE） 

  (エ) 接地回路 

    600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線（EM-IE/F） 

 (２) 電線管 

  電線管は、原則として JIS C 8305の鋼製電線管を使用すること。 

  なお、地中部分等の金属の腐食するおそれがある所に敷設するものにおいては、JIS C 

8430硬質ビニル電線管及びポリエチレン被覆電線管（PE電線管）を使用しても良い。 

 (３) 地中電線保護材 

  地中電線の保護に使用する材料は、原則として下記のものを使用すること。 

  (ア) 波付硬質合成樹脂管（JIS C 3653附属書 1） 

  (イ) ポリエチレン被覆電線管（PE電線管） 

 (４) 接地材 

  接地極は、下記のものを標準とする。 

(ア) 銅板を使用する場合は、厚さ 0.7mm以上、大きさ 900mm（片面）以上のものであ

ること。 

(イ) 銅棒・銅覆鋼棒を使用する場合は、直径 8mm以上、長さ 0.9ｍ以上のものである

こと。 

(ウ) 鉄管を使用する場合は、外形 25mm 以上、長さ 0.9ｍ以上の亜鉛メッキガス鉄管

または、厚鋼電線管であること。 

(エ) 鉄棒を使用する場合は、直径 12mm 以上、長さ 0.9ｍ以上の亜鉛メッキを施した

ものであること。 

 

2.4.4 屋内配線 

 (１) ケーブル工事 



 

22 

 

  (ア) ケーブル布設 

ケーブルを曲げる場合は、被覆が傷まないように行い、その屈折半径（内側半径）

は次表によること。 

ケーブルの種別 単心以外のもの 単心のもの 

低圧ケーブル 仕上り外径の6倍以上 仕上り外径の8倍以上 

低圧遮へい付ケーブル

高圧ケーブル 
仕上り外径の8倍以上 仕上がり外径の10倍以上 

注 トリップレックス形の場合は、より合せ外径をいう。 

  (イ) 管内配線 

通線する際には、潤滑材として絶縁被覆をおかすものを使用してはならない。 

通線は、通線直前に管内を清掃し、ケーブル等の被覆を損傷しないように養生しな

がら行うこと。 

埋設配管の通線時期は、なるべく天井、壁の仕上げ塗りが乾燥してから行い、汚れ

ないように養生しながら行うこと。 

 (ウ) ダクト内配線 

ダクト内では、電線の接続をしてはならない。 

ダクトの蓋には、ケーブル等の荷重がかからないようにすること。 

ダクト内のケーブル等は、回線ごとにひとまとめとし、電線支持物の上に整然と布

設し、原則として水平部で 3ｍ以下、垂直部で 1.5ｍ以下ごとに緊縛すること。 

  (エ) ケーブルラック配線 

ケーブルは、整然と布設し、原則として水平部では 3ｍ以下、垂直部で 1.5ｍ以下

の間隔ごとに支持すること。 

特定の子桁に重量が集中しないように布設すること。 

原則として、高圧及び低圧ケーブルを同一ラックに布設してはならない。ただし、

やむを得ず同一ラック上に布設する場合は、「(3)電路とその他のものとの離隔」によ

ること。 

電力ケーブルの布設は、高圧及び低圧幹線ケーブルについては一段、低圧動力、計

装、制御ケーブルは二段積み以下とすること。 

ケーブルラックの幅は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築設備設計基準」

に基づく計算式により算定し、適切な幅の製品を選定すること。なお、算出結果が

1,000mm を超える場合は分割する。ラック幅を W[mm]、各ケーブルの仕上り外径を

D[mm]とすると、計算式は次のとおり。 

電力ケーブル（1段積） W≧1.2{∑(D+10)+60} 

通信ケーブル（2段積） W≧0.6{∑(D+10)+120} 

  (オ) ピット配線及びアクセスフロア配線 

ケーブル等は、ころがし配線とし、整然と布設すること。 

ケーブル等の被覆がアクセスフロア支持柱又はセパレータ等で損傷しないように
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布設すること。 

 (２) 端末処理等及び導電部の接続等 

高圧ケーブル及び公称断面積 14㎟以上の低圧ケーブルの端末処理は、規格材料を用い

て行うこと。なお、機器類側の接続端子等の条件から、規格の端末処理材を使用すること

が困難な低圧ケーブルは、監督員の承諾を得て他の方法で端末処理することができる。 

ケーブル端末には、ケーブル仕様、太さ、負荷名称等を入力したラベルを貼付けること。

なお、幹線ケーブルの端末には、合成樹脂製又はファイバ製の名札を付け、行き先表示を

すること。 

制御ケーブルは、電気絶縁用ビニールテープ等を用いて端末処理を行うこと。 

機器類の各端子へのつなぎ込みは、原則として丸形の圧着端子で行うこと。 

高圧ケーブル及び低圧動力ケーブルは JEM 1134（交流の相及び直流の極性による器具

及び導体の配置と色別）に基づいて色別を行うこと。 

ケーブルの色別 

電気方式 赤 白 黒 青 黒 

三相３線式 第１相 第２相 － 第３相 － 

三相４線式 第１相 第２相 － 第３相 中性相 

単相２線式 第１相 － － 第２相 － 

単相３線式 第１相 － 中性相 第２相 － 

直流２線式 正極 － － 負極 － 

 

制御ケーブルの各心線は、端子記号と同じマークを刻印したマークバンド又はチュー

ブを取付けること。なお、端末には絶縁カバーを使用すること。 

高圧ケーブルの端末処理は有資格者により施工し、端末処理者カードを取付けること。 

主要低圧ケーブルの接続端子部には、不可逆性の感熱表示ラベル等を貼付けること。 

主要低圧ケーブルでターミナルラグを使用する場合で、絶縁性隔壁の無いものは、ター

ミナルラグを 2本以上のねじ又は同等以上の方法により締付けること。 

配電盤に引き込むケーブルは適切な支持物に堅固に固定し、接続部に過大な応力がか

からないようにすること。 

配電盤はケーブル引込み後、開口部をパテ等でふさぎ防湿、防虫処理を行うこと。 

盤内では、ケーブルの施工上必要なものを除き、余長をとらないこと。 

ケーブルの直線接続は原則として行ってはならない。ただし、やむを得ない場合は、監

督員の承諾を得て行うことができる。 

 (３) 電路とその他のものとの離隔 

低圧ケーブル又は低圧ケーブルを収納した電路は、弱電流電線等と接触しないように

施工すること。 

低圧ケーブルと弱電流電線を同一金属ダクト、ケーブルラック、ケーブルピットに収納
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して配線するときは隔壁を設けること。ただし、弱電流電線にＤ種接地工事を施した金属

製の電気的遮へい層を有するケーブルを使用する場合はこの限りでない。 

高圧ケーブルと低圧屋内ケーブル、電灯回路の配線、弱電流電線又は水管、ガス管もし

くはこれらに類するものとは 15cm以上離隔する。ただし、高圧ケーブルを耐火性のある

堅ろうな管に収め又は相互の間に堅ろうな耐火性の隔壁を設けるときはこの限りではな

い。 

ケーブルを堅ろうな管に収めて、施設するときでも、水管、ガス管等に接触してはなら

ない。 

高熱を発生する機器への配線又は輻射熱を受ける配線等は、耐熱電線又は断熱処理を

施し保護すること。 

 (４) 光ファイバケーブル工事 

(ア) 機器に光ファイバケーブルを接続する場合は、コネクタを使用すること。 

(イ) 光ファイバケーブル端末には、合成樹脂製又はファイバ製の表示札を取りつけ

系統種別、ケーブル種別を表示すること。 

(ウ) 光ファイバケーブルに外圧又は衝撃を受けるおそれのある部分は、適切な防護

処置を施すこと。また、布設時においても踏付け等による外圧又は衝撃を受けない

ように十分注意して施工すること。 

(エ) 光ファイバケーブルは、低温から高温に急激に変動するような場所は避けて布

設すること。 

(オ) 光ファイバケーブルを布設する時は、仕上り外径の 20倍以上の曲げ半径を保ち

作業を行うこと。また、固定時の屈曲半径（内側半径）は、仕上り外径の 10倍以

上とすること。 

(カ) 光ファイバケーブルの延線作業は、テンションメンバに延線用撚戻し金物を取

付け、一定の速度（10ｍ/分程度以下）で布設すること。 

(キ) 光ファイバケーブルを支持又は固定する場合には、外圧又は張力が加わらない

ようにすること。 

(ク) 特に光ファイバケーブルに加えられる伸び、歪、側圧、最小曲げ半径等伝送特性

を損ずることのないよう十分に管理して施工すること。 

(ケ) 地中管路などで水のある場合は、引入れ端より光ファイバケーブル内に水が入

らないように端末を防水処理すること。 

(コ) 光ファイバケーブルを電線管などより引出す部分には、ブッシングなどを取付

け損傷しないようにスパイラルチューブ等により保護すること。 

(サ) コネクタ付光ファイバケーブルの場合は、コネクタを十分保護して布設するこ

と。 

(シ) 原則として、光ファイバケーブル相互は融着又は光コネクタによる接続をして

はならない。ただし、やむを得ない場合は、監督員の承諾を得て行うことができる。 
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(ス) 光ファイバケーブル相互の接続損失は、融着接続の場合は 1 箇所あたり 1［dB］

以下、コネクタ接続の場合は 1箇所あたり 0.75dB以下とする。なお、融着接続と

する場合は JIS C 6841「光ファイバ心線融着接続方法」による。 

(セ) 融着接続及びコネクタの取付けは、光ファイバケーブルに適した材料、専用の工

具及び治具を用いて行うこと。 

(ソ) 融着接続作業は、湿度の高い場所を避け、できるだけ塵埃の少ない場所で行うこ

と。 

(タ) 接続部は、接続箱材（クロージャ）に収めて保護すること。なお、融着後、心線

を収める場合の曲げ半径は 30㎜以上とし、心線は突起物等に接しないように収め

ること。 

(チ) 光ファイバケーブルと機器端子との接続は、次による。 

 (1) 光ファイバケーブルと機器端子の間に接続箱を設けて、コネクタ付光ファイバ

コードを用いて接続すること。ただし、機器の内部に接続箱等の施設がある場合、

ケーブルが集合光ファイバコード等、コネクタ付光ファイバコードが不要の場合

は除く。 

 (2) 光ファイバケーブルと機器端子は、コネクタで接続すること。コネクタ接続によ

る１箇所の最大挿入損失は、0.75dBとする。また余長を収める場合の曲げ半径は、

30㎜以上とする。 

 (５) 金属電線管工事 

  (ア) いんぺい配管の敷設 

予備配管には、1.2mm以上のビニル被覆銅線を入れておくこと。 

管の埋込み又は貫通は監督員の承諾を得た後、建造物の構造及び強度に支障のな

いように行うこと。 

管の曲げ半径は、管内径の 6 倍以上とし、曲げ角度は 90 度を越えてはならない。

又、1区画の屈曲箇所は 4カ所以内とし、曲げ角度の合計は 270度を越えてはならな

い。 

管の支持間隔は 2ｍ以下とする。ただし、管端、管相互の接続点及び管とボックス

との接続点では、接続点に近い箇所で固定すること。 

コンクリート埋込みとなる管路は、管を鉄線で鉄筋に結束し、コンクリート打込み

時に容易に移動しないようにすること。 

配管の 1 区間が 30ｍをこえる場合又は技術上必要とする箇所にはプルボックスを

設けること。 

プルボックス類は、造営材その他に堅固に取付ける。なお、点検できない箇所に施

設してはならない。 

管の切り口はリーマ等を使用して平滑にするとともに絶縁ブッシング又はＰＣブ

ッシングを取付けること。 
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水気の多いコンクリート床面からの立上がり配管の根元回りはモルタル巻を施す

等水切処理すること。 

 (イ) 露出配管の敷設 

管を支持する金物は、鋼製で管数、管の配列及びこれを支持する箇所の状況に応じ

たものとする。なお屋外及び結露のおそれがある場所での支持金物はステンレス製

とする。 

プルボックスは、原則としてスラブその他の構造体に直接接触しないようにカラ

ー等を挿入して取付けること。 

管を支持する金物は、スラブその他の構造体に堅固に取付けること。 

管は、天井及び壁面に直接触れないように布設し、2ｍ以下の間隔で支持すること。

なお、支持金物は、その小口で床上 2.5ｍ以下の部分は保護キャップを取付けること。 

管を構造物の伸縮部分を渡って施設する場合は、伸縮を考慮すること。 

湿気の浸入するおそれがある場合は、浸入防止処置を施すこと。 

原則として、通路となる床面に配管してはならない。やむを得ない場合は、監督員

の承諾を得て、衝撃及び荷重を直接受けないように防護措置を施すこと。 

 (ウ) 管の接続 

屋外鋼板製プルボックスへの接続は、プルボックスの側面又は下面とすること。 

管相互の接続はカップリングを使用し、ねじ込み、突き合せ及び締付けは十分に行

うこと。 

管とボックス等の接続がねじ込みによらないものには内外面にロックナットを使

用して接続部分を締付け、管端には絶縁ブッシング又はブッシングを設けること。 

管を送り接続とする場合は、カップリング及びロックナットを使用すること。 

接地を施す配管は、管とボックス間にボンディングを行う。ただし、ねじ込み接続

となる箇所及びねじなし丸形露出ボックス、ねじなし露出スイッチボックス等に接

続される箇所には省略してよい。 

ボンディングに用いる接続線は 2.0mm以上の軟銅線を使用する。その接続は、監督

員の承諾を得た場合を除き無はんだ接続とすること。 

 (エ) 配管の養生及び清掃 

コンクリート打設時は、管に水気、コンクリートとろ等が浸入しないように、埋設

管管端にパイプキャップ又はブッシュキャップ等を用いて十分養生すること。 

コンクリート埋設配管及びボックスは、型枠取外し後、すみやかに清掃、導通調べ

を行うこと。 

 (６) 金属製可とう電線管工事 

金属製可とう電線管は、機器接続部及び建物エキスパンション部以外に使用してはな

らない。ただし、金属管及び合成樹脂管による施工が困難な場合は監督員の承諾を得て使

用することができる。 
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管の布設は下記によること。 

(ア) 金属製可とう電線管及び付属品相互は、機械的、電気的に完全に連結すること。 

(イ) 管の曲げ半径は、管内径の 6倍以上とし、管内の電線が容易に引き替えることが

できるように布設すること。ただし、やむを得ない場合は管内径の 3倍以上とするこ

とができる。 

(ウ) プルボックスとの接続は、コネクタを使用し堅固に取付けること。又、プルボッ

クスへの接続は、プルボックスの側面又は下面とする。 

(エ) 金属製可とう電線管を他の金属管等と接続する場合は、適切なコネクタにより

機械的、電気的に完全に連絡すること。 

(オ) 管の端口には、電線の被覆を損傷しないようにブッシング又はコネクタ等を使

用すること。 

(カ) ボンディングに用いる接続線は、「(5)金属電線管工事」によること。 

 (７) 合成樹脂管配線（硬質ビニル管）工事 

  (ア) 隠ぺい配管の敷設 

    予備配管には、1.2mm以上のビニル被覆銅線を入れておくこと。 

    管の埋込み又は貫通は、建造物の構造及び強度に支障がないように行うこと。 

    管の切口は、リーマ等を使用して平滑にすること。 

    位置ボックス及びジョイントボックスは、造営材等に取付けること。 

    なお、点検できない場所に施設してはならない。 

分岐回路の配管 1区間の屈曲箇所は、4箇所以下とし、曲げ角度の合計が 270度を

超えてはならない。 

管の曲げ半径（内側半径とする。）は、管内径の 6倍とし、曲げ角度は 90度を超え

てはならない。ただし、管の太さが 22mm 以下の場合で施工上やむを得ない場合は、

管内断面が著しく変形せず、管にひび割れが生ずるおそれのない程度まで管の曲げ

半径を小さくすることができる。また、管を加熱する場合は、過度にならないように

し、焼けこげを生じないように注意すること。 

管の支持は、サドル、ハンガ等を使用し、その取付け間隔は、1.5ｍ以下とする。

また、管相互、管とボックス等との接続点及び管端に近い箇所で管を固定すること。 

なお、温度変化による伸縮性を考慮して締付けること。 

コンクリート埋込みの管は、管を鉄線、バインド線等で鉄筋に結束し、コンクリー

ト打設時に移動しないようにする。 

なお、配管時とコンクリート打設時の温度差による伸縮を考慮して、直線部が 10

ｍを超える場合は、適切な箇所に伸縮カップリングを使用する。 

コンクリート埋込みのボックス及び分電盤の外箱等は、型枠に取付ける。 

なお、外箱等に仮枠を使用する場合は、外箱等を取付けた後にその周囲のすき間を

モルタルで充てんする。 
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  (イ) 露出配管の敷設 

予備配管には、1.2mm以上のビニル被覆銅線を入れておくこと。 

    管の埋込み又は貫通は、建造物の構造及び強度に支障がないように行うこと。 

    管の切口は、リーマ等を使用して平滑にすること。 

    位置ボックス及びジョイントボックスは、造営材等に取付けること。 

    なお、点検できない場所に施設してはならない。 

分岐回路の配管１区間の屈曲箇所は、4箇所以下とし、曲げ角度の合計が 270度を

超えてはならない。 

管の曲げ半径（内側半径とする。）は、管内径の 6倍とし、曲げ角度は 90度を超え

てはならない。ただし、管の太さが 22mm 以下の場合で施工上やむを得ない場合は、

管内断面が著しく変形せず、管にひび割れが生ずるおそれのない程度まで管の曲げ

半径を小さくすることができる。また、管を加熱する場合は、過度にならないように

し、焼けこげを生じないように注意すること。 

管の支持は、サドル、ハンガ等を使用し、その取付け間隔は、1.5ｍ以下とする。

また、管相互、管とボックス等との接続点及び管端に近い箇所で管を固定すること。 

なお、温度変化による伸縮性を考慮して締付けること。 

温度変化による伸縮性を考慮して、直線部が 10ｍを超える場合は、適切な箇所に

伸縮カップリングを使用する。 

管を支持する金物は、鋼製とし、管数、管の配列及びこれを支持する箇所の状況に

適合するものとし、かつ、スラブ等の構造体に取付ける。 

    雨のかかる場所では、雨水侵入防止処置を施し、管端は下向きに曲げる。 

(ウ) 管の接続 

   硬質ビニル管相互の接続は、ＴＳカップリングを用い、カップリングには接着剤を

塗布し、接続する。 

   硬質ビニル管とＰＦ管又はＣＤ管は、それぞれ適合するカップリングにより接続

する。 

   硬質ビニル管と金属管等異種管との接続は、ボックス又は適合するカップリング

により接続する。 

   ボックス等との接続は、ハブ付ボックス又はコネクタを使用し、(1)に準ずる。 

   ボックス等に接続しない管端は、電線の被覆を損傷しないようにブッシング、キャ

ップ等を取付ける。 

   湿気の多い場所又は水気のある場所に施設する配管の接続部は、防湿又は防水処

置を施す。 

 (エ) 管の養生及び清掃 

   管に水気、じんあい等が侵入し難いように施設し、コンクリート埋込みの管は、管

端にパイプキャップ、キャップ付きブッシング等を用いて養生する。 



 

29 

 

   管及びボックスは、施設完了後速やかに清掃する。また、コンクリートに埋設した

場合は、型枠取外し後速やかに管路の清掃及び導通確認を行う。 

 (８) 金属ダクト工事 

 (ア) ダクトの布設 

ダクトは、内部に水分が浸入しても蓄積しないようにすること。 

ダクトの支持間隔は次表によること。 

本体断面の長辺の長さ（mm） 支持点間の最大距離（mm） 

300以下 

300～600 

600以上 

2,400 

2,000 

1,800 

  (イ) ダクトの接続 

ダクト相互及びダクトと配分電盤等の接続は、突合せを完全にし、ボルト等により

機械的に堅固に接続する。又、ダクト相互間を除く他の部分は、軟銅線により電気的

に完全に接続する。その接続は無はんだ接続とすること。ただし、電気的に完全に接

続されている場合は、ダクト相互の接続部のボンディングは省略してもよい。 

ダクトが床又は壁を貫通する場合は、貫通部分でダクト相互又はダクトとプルボ

ックス等の接続を行ってはならない。 

ダクトの蓋に、電線の重量がかからないようにすること。 

建造物の伸縮部分に施設する場合は、金属ダクトの伸縮を考慮すること。 

水気の多いコンクリート床面からの立上がり配管の根元回りはモルタル巻を施す

等水切処理すること。 

(ウ) ダクトに「高圧」・「動力」・「制御」等の配線種別が分かるように、シール等で表

示すること。 

 (９) ケーブルラック工事 

原則として、ケーブルラックの水平支持間隔は、1.5ｍ以下とする。又、垂直支持間

隔は、3ｍ以下とする。ただし、直線部と直線部以外との接続点では、接続点に近い箇

所で支持すること。 

ケーブルラックの支持金物は、原則として溶融亜鉛メッキを施したもので、ラック及

びケーブルの自重その他の荷重に十分耐え、かつ、横振れ防止等を考慮し堅固に施設す

ること。 

ケーブルラックの吊りボルト及び支持金物取付用ボルト等は、ステンレス製とする

こと。 

ケーブルラックの終端部には、ケーブルラックエンドを設け、ラック本体相互間のジ

ョイント及び伸縮部分を考慮し、ボルト等により堅固に接続すること。なお、伸縮部分

の伸縮接続金具は、原則として、15ｍ間隔及び建造物の伸縮部分に設けること。 

ケーブルラックの伸縮自在部及び自在屈曲部には、ボンディングを行い電気的に接
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続すること。なお、ボンディングに用いる接続線の太さは、2.0mm 以上とする。 

ケーブルラック及び支持金物に「高圧」・「動力」・「制御」等の配線種別が分かるよう

に、シール等で表示すること。 

ラックの接地は接地を施した場所が分かるように表示をつける。（ボンド箇所は除く） 

アルミケーブルラックで、環境条件により支持物との間に異種金属接触腐食を起こ

すおそれがある場合には、処置を施すこと。 

 (10) バスダクト工事 

ダクトの支持点間の距離は 3ｍ以下とし、造営材等に堅ろうに取付けること。 

ダクトの終端部及びプラグインバスダクトのうち、使用しない差込口は閉そくする

こと。ただし、換気形の場合はこの限りでない。 

ダクトは必要に応じて伸縮装置を設けること。 

ダクト相互及びダクトと配分電盤との接続は、突合せを完全にし、ボルト等により接

続すること。 

ダクトの要所には、回路の種別、行き先等を表示すること。 

ダクトが床又は壁を貫通する場合は、貫通部分で接続してはならない。 

ダクトと配分電盤等との接続点には、点検が容易にできる部分に不可逆性の感熱表

示ラベル等を貼付けること。 

ボンディングは、軟銅線により電気的に接続する。ただし、電気的に完全に接続され

ている場合は、ダクト相互の接続部のボンディングは省略してもよい。 

屋外に使用するダクトでフランジ接合する場合はパッキンを入れるかフランジカバ

ーを施すこと。 

 (11) ケーブルピット工事 

床面には、モルタル仕上げを行うこと。 

ピットの蓋は板厚 4.5mm 以上のしま鋼板を使用し、必要に応じて裏面から山形鋼で

補強すること。 

取手付ピット蓋は、5枚に 1枚程度設けること。 

ピットの上端には山形鋼及び平鋼製の縁金物を取付けること。縁金物は、床面から取

付間隔 1ｍ以下、鋼棒 13mmで固定すること。 

監視室等で床の仕上がりがタイル張りの場合の蓋は板厚 4.5mm 以上の鋼板に同じタ

イルを張り、縁金物の見えがかり部分は真ちゅう又はステンレス製とすること。 

 (12) 壁貫通工 

外壁開口部には、屋内に水が浸入しないようにシーリング材等を充填し、防水措置を

施すこと。 

防臭対策を要する床又は壁貫通部には、シーリング材等を用い有効な防臭措置を施

すこと。 
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2.4.5 屋外配線 

 (１) ケーブルの布設 

地中ケーブル相互間は相互に堅ろうな耐火質の隔壁がある場合を除き、15cm 以上と

する。ただし、マンホール、ハンドホール等の内部ではこの限りでない。 

地中ケーブルと地中弱電流電線とは、地中ケーブルが堅ろうな不燃性又は自消性の

ある難燃性の管に収められる場合又は相互に堅ろうな耐火質の隔壁がある場合を除き、

30cm以下に接近させてはならない。 

要所及び引込口、引出口近くのマンホール及びハンドホール内では、ケーブルに余裕

をもたせ地盤沈下等に備えること。又、支持金物を使用して、壁又は床面より離隔して

布設すること。 

端末部及び曲り部のハンドホール及びマンホール内のケーブルには、行き先、ケーブ

ル仕様、太さ等を明記した合成樹脂製又はファイバ製の名札を取付けること。 

管内にケーブルを布設する場合は、引入れに先立ち、管内を十分清掃し、通線を行う

こと。 

ケーブルの引込口及び引出口から、水が屋内に浸入しないように防水処理を行うこ

と。 

ケーブルの屈曲半径は、「2.4.4屋内配線 (1)ケーブル工事」によること。 

ケーブルを建物屋外側又は電柱に沿って立上げる場合は、地表上 2.5ｍの高さまで保

護管に収め、保護管の端部には、雨水の浸入防止用カバー等を取付けること。 

 (２) 埋設位置の表示 

埋設標柱等は曲がり部分、直線 30ｍ間隔等の要所に設置すること。なお、標柱が設

置できない場合はピンとする。 

地中配線では、埋設標識シート等を 2倍長以上重ね合わせて管頂から 30cm上部に設

ける。又、高圧の地中配線には、おおむね 2ｍの間隔で用途、電圧種別等も表示するこ

と。 

 

2.4.6 接  地（参考） 

 (１) 接地を施す電気工作物 

  (ア) 下記の工作物にはＡ種接地工事を施すこと。 

高圧の機械器具の鉄台及び金属製外箱。  

高圧の電路に施設する避雷器。 

高圧電路と 300Vを超える低圧電路とを結合する変圧器の高圧側又は低圧側に設け

る放電装置。 

高圧ケーブルを収める防護装置の金属製部分、金属電線管、金属製接続箱、ケーブ

ルラック、ケーブルの金属被覆。ただし、人の触れるおそれがないように施設する場

合及び高圧地上立上り部の防護管の金属部分は、Ｄ種接地工事とすることができる。 
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  (イ) 下記の工作物にはＢ種接地工事を施すこと。 

高圧電路と 300V以下の低圧電路とを結合する変圧器の低圧側中性点、ただし、変

圧器の構造又は配電方式により変圧器の中性点に施工しがたい場合は、低圧側の一

端子。 

高圧と低圧電路とを結合する変圧器であって、その高圧巻線と低圧巻線との間の

金属製混触防止板。 

  (ウ) 下記の工作物にはＣ種接地工事を施すこと。 

使用電圧 300Vを超える低圧用の機械器具の鉄台及び金属製外箱。 

300V を超える低圧計器用変成器の鉄心。ただし、外箱のない計器用変成器がゴム

合成樹脂等の絶縁物で被覆されたものは除く。 

300V を超える低圧ケーブル配線による電線路のケーブルを収める金属電線管、金

属製接続箱、ケーブルラック、ケーブルの防護装置の金属製部分、金属被覆等。 

合成樹脂管配線による 300Vを超える低圧屋内配線に使用する金属製プルボックス。 

金属電線管配線、金属製可とう電線管配線、金属ダクト配線、バスダクト配線によ

る 300Vを超える低圧屋内配線の管、ダクト。 

ガス蒸気危険場所及び粉塵等の危険場所の電気機械器具。 

上記箇所において、人の触れるおそれがないように施設する場合は、Ｄ種接地工事

とすることができる。 

  (エ) 下記の工作物にはＤ種接地工事を施すこと。 

使用電圧 300V以下の機械器具の鉄台及び金属製外箱、配分電盤等。 

高圧地中電線路に接続する金属製外箱。 

300V 以下の低圧計器用変成器の鉄心。ただし、外箱のない計器用変成器がゴム合

成樹脂等の絶縁物で被覆されたものは除く。 

300V以下の避雷器。 

低圧又は高圧架空配線にケーブルを使用し、これをちょう架する場合のメッセン

ジャワイヤ。 

地中配線を収める金属製の暗渠、管及び管路、金属製の配線接続箱及び地中配線の

金属被覆等。 

低圧屋内配線と弱電流電線を堅ろうな隔壁を設けて収める場合の電線保護物の金

属部分。 

高圧計器用変成器の二次側電路。 

300V以下の合成樹脂管配線に使用する金属製ボックス。 

300V 以下の金属電線管配線、金属製可とう電線管配線、金属ダクト配線、バスダ

クト配線、フロアダクト配線に使用する管、ダクト及びその付属品。300V 以下のケ

ーブル配線に使用するケーブル保護装置の金属製部分、ケーブルラック及びケーブ

ルの金属被覆等。 
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対地電圧 150Vを超える白熱電灯を収める電灯器具の金属製部分。 

シーケンスコントローラ、プログラマブルコントローラ及び計装機器類。 

電子計算機、周辺機器類及び遠方監視制御装置。 

信号ケーブルのシールドアース。 

 (２) 接地線 

接地線には緑色のビニル絶縁電線を使用する。又、接地線の導体断面積は、その系統の

事故電流、継続時間等から求められる電線断面積以上とし、下記による。 

(ア) 接地幹線接地極から接地用端子箱までの接地線導体断面積は、接地工事の各接

地分岐線導体断面積で求められた最大の断面積を選定する。ただし、最低断面積

は、60㎟とする。 

又、接地用端子箱から分岐点までの幹線は、各種接地工事の各接地分岐線導体断

面積で求められた最大の太さを選定する。 

  (イ) 接地分岐線 

Ａ種接地工事 

高圧の場合の接地線の断面積は次表による。 

過電流しゃ断器の定格 断面積(㎟) 

100A以下 

200A以下 

400A以下 

600A以下 

1000A以下 

1200A以下 

14以上 

14以上 

22以上 

38以上 

60以上 

100以上 

接地母線、避雷器等の場合は、14㎟以上とする。 

Ｂ種接地工事の接地分岐線導体断面積は、JEAC 8001「内線規程」による。 

Ｃ種、Ｄ種接地工事の接地分岐線導体断面積は、JEAC 8001「内線規程」による。 

その他機器の接地工事の接地分岐線導体断面積は、次表による。 

系  統  名 断面積（㎟） 

計算機、無停電電源装置、直流電源装置 14以上 

監視盤、操作盤、計装盤、シーケンサ、補助

継電器盤、中継端子盤、電力変換器盤 

5.5以上 

機側操作盤、計装機器 3.5以上 

 

 (３) 接地の施工方法 

図面又は特記仕様書に記載のない場合は以下による。 

  (ア) 接地の施工 

接地極間は相互の影響が極力小さくなるような間隔とし、接地極の埋設位置は監
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督員の確認を受ける。ただし、ボーリング工法の場合は影響範囲が広くなるため、監

督員と協議の上決定する。 

接地極は、なるべく湿気の多い場所でガス、酸等による腐食のおそれのない場所を

選び、接地極の上端が地下 0.75ｍ以上の深さに埋設する。 

接地線と接地する目的物及び接地極との接続は、電気的及び機械的に堅ろうに施

工するものとし、極板は原則として地面に垂直に埋設する。 

接地線は地下 0.75ｍから地表 2.5ｍまでの部分を合成樹脂管又はこれと同等以上

の絶縁効力及び強さのあるもので覆うこと。 

接地線は、接地すべき機械器具から 0.6ｍ以内の部分、地中横ばしり部分及びピッ

ト内を除き、電線管等に収めて損傷を防止する。 

接地線を、人が触れるおそれのある場所で鉄柱のような金属体に沿って布設する

場合は、接地極を鉄柱その他の金属体の底面から 0.3ｍ以上深く埋設する場合を除き

接地極を地中でその金属体から 1ｍ以上離して埋設する。 

避雷針用引下導線を布設してある支持物には、接地線を布設してはならない。 

ボーリング接地は、ビット呼径 66以上で行い、材料は、JIS G 3465 を使用する。 

  (イ) その他 

規定の接地抵抗値を得られない場合は、補助接地極等を使用する。 

高圧ケーブル及び制御ケーブルの金属遮へい体は、配電盤側又は機器側の１箇所

で接地する。 

計器用変成器の 2次回路は、配電盤側接地とする。 

接地線と被接地工作物、接地線相互の接続は、はんだ揚げ接続をしてはならない。 

接地幹線は、マンホール、ハンドホール内、接地端子箱内及び分岐箇所においては、

合成樹脂製又はファイバ製等の表示札等を取付け、接地種別、行き先を表示すること。 

接地抵抗低減材は、ボーリング接地を除き原則として使用してはならない。ただし、

やむを得ず使用する場合は、監督員の承諾を得ること。 

高調波発生機器により他の機器に障害を与えるおそれがある場合は、監督員と協

議すること。 

 

 (４) 各接地と避雷設備、避雷器の接地との離隔 

接地極及びその裸導線の地中部分は、避雷設備の接地極、避雷器の接地極及びその裸導

線の地中部分と 2ｍ以上離すこと。 

 

 (５) 接地極位置等の表示 

接地種別、接地抵抗、接地極の埋設位置、深さ、埋設年月を明示する標柱又は表示板を

接地極の埋設位置近くの適切な箇所に設ける。 
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2.4.7 関連工事 

 (１) 塗装工事 

  設計図書に記載のない場合および監督員から特に指示のない場合は下記によること。 

  (ア) 電線管、形鋼等鉄部のよごれ、油類および、錆をていねいに落とすこと。 

  (イ) さび止め塗装は JIS K 5622または 5628による鉛丹ペイントを使用し、1回以上

塗装すること。 

(ウ) 仕上げ塗装は JIS K 5511、5512、5515による油性調合ペイントを使用し、2回

以上塗装すること。 

(２) 仕様の準用 

下記の土工事及びコンクリート工事は、第１章総則第１節 1.1.1 適用範囲の仕様書に

よるものとする。  

(ア) 掘削、埋戻しなどの土工事 

(イ) 地中配線電路などの管路布設工事 

(ウ) マンホール、ハンドホールなどのコンクリート工事 

(３) 現地製作品 

現地にて加工、製作する架台等については、事前に監督員の承諾を得て製作に着手する

ものとする。 

 

 

第３章 電気計装設備工事 

 

第 1節 概  要 

 

3.1 概  要 

  本設備は、舞子減圧槽電気計装設備工事の電気計装設備設置及び本設備の監視制御装

置設置、負荷の配線工事を行うものである。なお、中之島配水池計装テレメータ盤の新設

にあたり、既設盤の機能増設を含むものとする。また、畔地浄水場中央管理室に設置して

いる遠方監視制御設備（伝送盤・監視制御装置）の機能増設を行うものとする。 

 

 

第２節 設備機器 

 

3.2 設備機器 

  本工事に含まれる機器類は、次のものとする。 

 (１) 舞子減圧槽計装テレメータ盤 １面 

 (２) 電磁流量計 １台 
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(３) 投込式水位計 １台 

(４) 中之島配水池計装テレメータ盤 1面 

 

 

第３節 工事範囲 

 

3.3 工事範囲 

 (１) 3.2に記載する機器等の据付工事 

 (２) 3.5.5に記載する機器等の機能増設 

(３) 上記２項に伴う試運転調整  

(４) 舞子減圧槽及び中之島配水池への IP-VPN回線引込 

(５) その他上記に伴う諸工事 

 

 

第４節 工事詳細 

 

3.4 機器据付工事 

(１) 機器類は、基礎コンクリート上に堅固に据付、所定の基礎ボルトにて締結するもの

とする。各基礎ボルトにかかる応力は、均一になる様に調整しながら、堅固に締付ける

ものとする。 

(２) 配電盤の据付位置は、設計図書によること。基礎ベースの据付は特に入念に行い、

水平垂直に注意し、据付後、歪、不揃いなどは勿論、機器の性能に支障をきたすことの

ないよう完全に施行すること。 

 

 

第５節 機器仕様 

 

3.5.1 舞子減圧槽計装テレメータ盤 

  (１) 数量  １面 

  (２) 型式  鋼板製屋内自立閉鎖型 

  (３) 概略寸法  設計図書を参考とし、承諾図にて決定する。 

  (４) 盤面取付器具 

        名称銘板     1式 

        集合型表示器   1式 

        押釦スイッチ   1式 

        表示設定器    1式 
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        積算設定器    1式 

        切換開閉器    1式 

        操作開閉器    1式 

        電圧指示計    1式 

        流量指示計    1式 

        水位指示計    1式 

        開度指示計    1式 

        その他必要なもの   1式 

  (５) 盤内取付器具 

         配線用遮断器 1式 

         ＰＬＣ 1式 

         変圧器（1kVA、200-100V） 1式 

         電磁接触器 1式 

         熱動継電器 1式 

         絶縁信号変換器 1式 

         補助継電器 1式 

         アレスタ 1式 

         その他必要なもの 1式 

        ※ 火災報知及び扉開の２点の接点を取込む事 

 

3.5.2 電磁流量計 

(１) 数  量 １台 

(２) 型  式 ２周波励磁式電磁流量計、分離型検出器 

(３) 口  径 φ80 

(４) 周囲温度 -10～60℃（凍結しないこと） 

(５) 電  源 100V 50Hz 

(６) 主要部材質 

    ・ライニング ポリウレタンゴムライニング 

     ・電極 ステンレス鋼 316Ｌ 

(７) 配管接続方式 JIS 10Kフランジ 

(８) 外部配線接続 JIS G1/2 めねじ 

(９) 防水規格 IP66/IP67 

 

3.5.3 投込式水位計 

(１) 数  量 １台 

(２) 型  式 投込式 
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(３) 測定範囲 0～4ｍ 

(４) 測定精度 スパンの±0.2％以下 

(５) 電  源 100V  50Hz 

(６) 出  力 アナログ 4～20 mA DC 

(７) 取付方法 水中吊下げ又はスタンドによる水底接地 

(８) 付 属 品 吊りチェーン、測定ケーブル 

 

3.5.4 中之島配水池計装テレメータ盤 

(１) 数  量 １面 

(２) 型  式 鋼板製屋内自立閉鎖型 

(３) 概略寸法設計図書を参考とし、承諾図にて決定する。 

(４) 盤面取付器具 

名称銘板 １式 

集合型表示器 １式 

押釦スイッチ １式 

電圧指示計 １式 

その他必要なもの １式 

(５) 盤内取付器具 

配線用遮断器 １式 

伝送装置(子局) １式 

ＰＬＣ １式 

変圧器(1kVA、200-100V) １式 

補助継電器 １式 

アレスタ １式 

その他必要なもの １式 

 

3.5.5 機能増設 

(１) 中之島配水池情報伝送装置盤 

(ア) 数量         １面 

(イ) 型式         鋼板製屋内自立閉鎖型 

(ウ) 盤内機器増設    1φ、3W、200V電源取出  １式 

      端子台、その他必要な回路構築  １式 

(エ) 機能増設内容       アナログ信号及び接点信号等の分岐 

(２) 畔地浄水場伝送盤 

(ア) 数量           １面 

(イ) 型式           鋼板製屋内自立閉鎖型 
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(ウ) 機能増設内容       舞子減圧槽計装テレメータ盤間伝送回路構築 

中之島配水池計装テレメータ盤間伝送回路構築 

(３) 畔地浄水場監視制御装置 

(ア) 数量           １組 

(イ) 機器構成         パソコン、プリンタ 他 

(ウ) 機能増設内容       舞子減圧槽及び中之島配水池に係る監視制御画面 

作成 

舞子減圧槽及び中之島配水池に係る帳票機能追加 

                  増設アナログデータのトレンドグラフ機能追加 

                  増設信号に係る機器動作及び故障履歴機能追加 

                  追加信号項目に係るデーターベース追加 
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  (エ) 入出力項目表（参考） 
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第４章 工場検査及び現地試験 

 

4.1 工場立会検査 

(１) 主要機器は、製作中又は製作完了時に工場立会検査願いを提出し、監督員の工場立

会検査を受ける。 

(２) 工場立会検査に先立ち、原則として社内検査を実施する。その結果を整理し、社内

検査成績書として提出する。 

(３) 工場立会検査の終了後に検査報告書、指摘事項がある場合は、その内容及び処理報

告書等を監督員に提出する。 

 

4.2 単体調整（試験） 

(１) 単体調整（試験）とは、搬入、据付け後に行う機器、保護装置、計装設備などの機

器単体調整をいい、次の試験のうち該当するものを含む。 

(ア) 保護装置の動作試験、設定値（整定値）の調整確認、継電器試験など 

(イ) タイマ、補助継電器、その他制御機器の動作チェック、設定及び試験など 

(ウ) 絶縁抵抗、絶縁耐力及び接地抵抗の測定など 

(エ) 計装設備の単独動作試験及び確認、ゼロ点調整、スパン調整など 

(オ) 蓄電池組込み調整（電圧試験、比重測定など） 

(カ) タンク、配管などの漏れ及び耐圧試験 

(キ) 機器の振動及び騒音試験 

(ク) その他必要な単体調整（試験） 

(２) 機器又はこれらの組立品のうち、工場検査において性能及び機能を確認済みであ

り、据付け後に改めて確認する必要がないものについては、監督員の承諾を得て施工現

場での単体調整（試験）の一部又は全部を省略することができる。 

 

4.3 組合せ試験 

(１) 組合せ試験とは、本工事で施工する機器間、又は本工事で施工する機器と他工事で

施工する機器若しくは既設機器との間で、良好な動作、機能的関連等を確認するために

実負荷をかけずに行う各種試験（インターフェース試験、シーケンス試験、計装制御及

びループ試験など）、絶縁耐力試験、自主検査及び発電装置などに係る試験等をいう。 

 

4.4 実負荷試運転 

(１) 実負荷試運転とは、機器に実負荷（又は相当負荷）をかけて性能、機能が満足する

ことを確認する試運転である。 

(２) 実負荷試運転は、一定期間（時間）運転するものとする。 

(３) 最大負荷（能力）の運転が不可能な場合は、監督員との協議により可能な範囲の負
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荷運転を実施する。 

 

4.5 総合試運転 

(１) 総合試運転とは、本工事を含めて総合的なプラントの機能を確認する必要がある

場合は、一連の設備に実負荷（又は相当負荷）をかけて総括的に一定期間（時間）運転

する試験である。 

(２) 総合試運転を実施する場合は、単体試験、単体調整及び組合せ試験のすべてが終了

した後に実施する。 

(３) 指導員を派遣し、関係職員に運転操作・保守点検方法等の基礎的指導を行う。 

 

4.6 試験、試運転などの注意事項 

(１) 乙は、試験、試運転などが当該施設の運転に影響を及ぼすと予想される場合は、試

験、試運転などの時期、期間、方法などについて監督員と協議する。 

(２) 試験、試運転などに要する、薬品その他の消耗材、仮設、保安施設などは、乙の負

担とする。 

(３) 乙は、試験、試運転などにおいて、改善すべき箇所が見つかった場合は、監督員の

指定する期日までに改善し、再度、試験及び試運転を実施する。これに要する費用は乙

の負担とする。 

(４) 工場立合検査、単体調整（試験）・組合せ試験、実負荷試運転・総合試運転につい

ては、電気設備工事必携（発行 一般財団法人 下水道事業支援センター）の各要領に

準ずるものとする。 


